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（兼松エレクトロニクス） 
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(2) 財政状態 







（兼松∵㎈ （単位：千円）期　別
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数            5 社 



（兼松エレクトロニクス）
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 (2) 所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自 平成 15 年 4月 1日  至 平成 15 年 9月 30 日） 

本国以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報は記載して






